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1 .  本 稿 は，英 国 自 治 体 監 査 法 を考 察 するものである。その歴 史 と伝 統 は長 く，1601 年 改

正 救 貧 法 下 の治 安 判 事 による監 査 に起 源 があり，1810 年 救 貧 税 法 に近 代 的 自 治 体 監 査

の草 創 及 び英 国 法 に特 徴 的 な「権 力 的 」「追 徴 監 査 」（後 述 ）の草 創 を認 識 しうる。その後 ，

1834 年 法 以 降 ，中 央 政 府 の国 家 公 務 員 たる地 区 監 査 官 の時 代 を経 て，また，一 般 行 政

領 域 に拡 大 され，1982 年 に監 査 委 員 会 が設 置 され，今 日 にいたっている。筆 者 はこれを伝

統 的 監 査 とよぶ。これに対 し，1992 年 法 （成 果 業 績 指 標 監 査 ）・1999 年 法 （ベスト・バリュー

監 査 ）・ 2003 年 法 （包 括 的 成 果 業 績 監 査 =CPA）の三 つの法 律 に基 づく監 査 （一 応 そうよ

ぶ）は，まったく系 統 を異 にする監 査 であるため，筆 者 は，便 宜 上 ，政 策 的 監 査 とよび区 別 す

る 。 伝 統 的 監 査 の う ち， 「 権 力 的 監 査 」 は ，政 府 の 自 治 体 現 代 化 プ ロ グ ラ ム の 一 部 であ る

2000 年 法 によって廃 止 された。本 稿 は基 本 的 に，「2000 年 法 による改 正 前 の伝 統 的 監 査 」

を対 象 に考 察 するものである。  

本 稿 の構 成 は，筆 者 が理 解 した伝 統 的 監 査 の法 構 造 を基 にしている。すなわち，監 査 組

織 法 （1 章 2-3 節 ），監 査 手 続 ・監 査 争 訟 法 （2 章 ），監 査 実 体 法 （3 章 ），の三 つの法 領 域

にしたがった章 立 てを基 本 とし，そのうえで，全 般 事 項 である監 査 法 制 史 （1 章 1 節 ）を最 初

に考 察 し，特 殊 事 項 である，2000 年 法 と政 策 的 監 査 を付 加 的 に考 察 し（4 章 にまとめて），

終 章 においてはこれらを横 断 的 に「自 治 体 監 査 の統 治 機 構 上 の地 位 」の視 点 から考 察 する

構 成 となっている。  
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2.  監 査 組 織 法 に お い て は ， 監 査 主 体 の 「 独 立 性 」 の 考 察 に 力 点 を 置 く 。 本 稿 冒 頭 の

Aris to t le の言 葉 にもあるように，独 立 性 は，監 査 作 用 の本 質 の一 つであるからである。英 国

法 は監 査 主 体 の独 立 性 に敏 感 であった。法 制 史 の考 察 によって明 らかとなったが，1834 年

法 以 降 ，監 査 主 体 である地 区 監 査 官 は国 家 公 務 員 であったため，大 臣 からの独 立 性 に猜

疑 の目 が向 けられた。しかし，大 臣 らは，法 律 に基 づく権 限 を行 使 する監 査 官 の具 体 の行 為

には介 入 することはできないという解 釈 で一 致 していた。他 方 ，監 査 客 体 である自 治 体 が監

査 人 を選 定 できる仕 組 みは，監 査 主 体 の監 査 客 体 からの独 立 性 をそこなうとして，レイフィー

ルド委 員 会 報 告 を受 け，1982 年 法 は，監 査 委 員 会 を創 設 し，個 別 監 査 人 の選 任 権 限 を自

治 体 から監 査 委 員 会 に移 し，あわせて，監 査 官 を非 公 務 員 として監 査 委 員 会 に引 き継 がせ

た。監 査 委 員 会 は，監 査 機 能 の国 家 的 ヒエラルヒーの頂 点 にあるが，自 ら監 査 を実 施 する

（実 施 型 ）機 関 ではなく，単 に，個 別 監 査 人 を自 治 体 ごとに選 任 する（選 任 型 ）機 関 である。

しかし，監 査 委 員 会 の創 設 によって，監 査 主 体 の独 立 性 は，大 臣 ，監 査 委 員 会 ，個 別 監 査

人 の三 層 となって複 雑 化 した。  

3 .  監 査 手 続 ・ 監 査 争 訟 法 に おいては ，筆 者 独 自 の 着 想 と して，「監 査 作 用 の 権 力 的 性

質 」と「監 査 訴 訟 」という概 念 を立 てる。すなわち，「監 査 作 用 の権 力 的 性 質 」とは，制 定 法 上 ，

監 査 主 体 が監 査 客 体 に対 して優 越 した意 思 の主 体 として位 置 付 けられ，監 査 主 体 の決 定

（監 査 結 果 ）が監 査 客 体 を法 的 に拘 束 し，たとえ監 査 主 体 の決 定 に違 法 があったとしても，

監 査 客 体 の側 で裁 判 所 に上 訴 し，監 査 主 体 の決 定 を破 棄 する判 決 を得 ない限 り，監 査 主

体 の決 定 が監 査 客 体 に対 して法 的 拘 束 力 を持 ち続 ける場 合 の，当 該 監 査 作 用 の法 効 果

に係 る性 質 をいう。他 方 ，「監 査 訴 訟 」とは，監 査 上 の法 律 関 係 に関 する紛 争 において，監

査 主 体 が訴 訟 当 事 者 となる構 成 が，制 定 法 上 とられている訴 訟 をいう。両 者 は密 接 な関 係

にある。まず，権 力 的 監 査 手 続 の代 表 例 として，「追 徴 」監 査 がある。1810 年 法 に起 源 があ

ると考 える。他 には，1988 年 法 にて創 設 された禁 止 命 令 がある。追 徴 が事 後 監 査 なら禁 止

命 令 は事 前 監 査 である。  

筆 者 は，追 徴 監 査 を広 義 と狭 義 の二 つに分 ける。すなわち，追 徴 監 査 （広 義 ）は，次 の二

つからなる。第 一 に，追 徴 監 査 （狭 義 ）である。この監 査 は，監 査 人 が，「会 計 未 計 上 及 び故

意 の違 背 行 為 」によって自 治 体 に損 害 をもたらした者 等 に追 徴 金 を課 す追 徴 監 査 である。こ

の追 徴 監 査 は権 力 的 監 査 である。それというのも，追 徴 された監 査 客 体 （議 員 等 ）は，一 定

期 間 内 に裁 判 所 に上 訴 （監 査 訴 訟 の一 つ）しなければ義 務 が確 定 するからである。第 二 に，

広 義 と狭 義 の狭 間 にある監 査 手 続 である。それは，監 査 客 体 たる自 治 体 の「違 法 な会 計 事

項 」について，監 査 人 が，宣 言 判 決 を求 めて裁 判 所 に出 訴 する監 査 手 続 である（監 査 訴 訟

の一 つ）。この違 法 な会 計 事 項 については，監 査 人 は，自 ら追 徴 する権 限 を持 たないが，裁

判 所 は，監 査 人 の請 求 に基 づき，責 任 のある者 に対 し，返 済 命 令 ・資 格 剥 奪 命 令 を発 する

ことができる。第 二 の権 限 は，一 般 的 には，追 徴 とはいわない。しかし筆 者 は，監 査 人 の請 求

に基 づいて，裁 判 所 がいわば「追 徴 」する仕 組 みであり，また，法 制 史 上 ，1972 年 改 正 まで

は，この権 限 も権 力 的 追 徴 監 査 であったことを思 い，「広 義 の追 徴 監 査 」に含 めることとした。

追 徴 監 査 は，権 限 踰 越 の法 理 （後 述 の監 査 実 体 法 の一 つ）を監 査 客 体 に適 用 する手 続 上

 2



の武 器 であり，追 徴 監 査 は，自 治 体 に対 する「越 権 統 制 機 能 」を果 たしてきた。  

次 に，監 査 主 体 の一 連 の監 査 結 果 に対 して，選 挙 人 は，不 服 申 立 てを要 件 として（監 査

請 求 前 置 主 義 ），監 査 主 体 を被 告 として裁 判 所 に上 訴 し得 る。この監 査 訴 訟 は，わが国 の

住 民 訴 訟 に類 似 する。監 査 主 体 を被 告 とする法 設 計 は，監 査 主 体 の監 査 責 任 を明 確 にす

るうえで望 ましい。また，監 査 客 体 が被 告 とならずにすむため，わが国 のような，住 民 訴 訟 の

負 担 過 重 といった問 題 も回 避 できる。  

4 .  監 査 実 体 法 は，監 査 人 が，その実 体 的 監 査 判 断 を行 う際 に依 拠 する法 規 範 である（議

員 等 の責 任 要 件 ，及 び会 計 事 項 の違 法 事 由 ）。判 例 法 が重 要 な役 割 を果 たしている。また，

監 査 訴 訟 判 例 は，財 務 法 以 外 の法 原 則 の形 成 にも大 きな貢 献 をしてきた。まず，議 員 等 の

責 任 要 件 については，Graham  v .  Teesdale が判 例 となっている。近 年 の有 名 な上 院 判 決  

Porter  v .  Magi l l（政 治 的 利 益 の考 慮 が違 法 な他 事 考 慮 にあたるとして議 員 に巨 額 の追 徴

金 を課 した監 査 人 の追 徴 が上 院 において認 められた事 件 ）においても用 いられた。  

次 に，会 計 事 項 の違 法 事 由 については，第 一 に，権 限 踰 越 （ul tra  v i res）の法 理 は，憲

法 上 ，「制 定 法 の産 物 」たる地 位 にある自 治 体 に対 する越 権 統 制 監 査 の実 体 法 上 の道 具 と

して，監 査 人 によってさかんに用 いられてきた。この点 ，筆 者 は，有 名 な Wednesbury 判 例 は，

原 告 が引 用 した監 査 訴 訟 である Rober ts  v .  Hopwood（自 治 体 職 員 の給 与 水 準 が違 法 に高

いことを追 及 して監 査 人 が勝 訴 した上 院 判 決 ）が基 礎 になっていると考 え，判 例 法 の形 成 に

おける監 査 訴 訟 の貢 献 を認 識 している。同 事 件 は，自 治 体 財 務 に対 する信 認 関 係 の法 理

の適 用 を確 立 した先 例 的 監 査 訴 訟 でもある。  

第 二 に，損 失 の発 生 を伴 わない単 なる計 算 整 理 の違 法 性 については，会 計 科 目 の選 定 ，

発 生 主 義 会 計 原 則 の遵 守 などが裁 判 上 の争 点 となる（裁 判 所 は，会 計 決 算 の修 正 を命 令

することもできる）。もっとも，Wilk inson  v .  Doncaster  M.B.C .のように，裁 判 上 は，会 計 科 目

の選 定 ・解 釈 が争 点 となっていても，その背 景 には，強 制 競 争 入 札 制 度 （CCT）や起 債 制 限

など，より実 体 的 な争 点 が存 在 する場 合 が多 いと筆 者 は考 える。  

5 .  2000 年 法 は，長 い歴 史 のある追 徴 権 限 （狭 義 ）と，禁 止 命 令 という権 力 的 監 査 権 限 を

廃 止 し，同 時 に，制 定 法 の産 物 たる自 治 体 に一 般 的 権 限 を与 えた。もっとも，権 力 的 監 査

権 限 の廃 止 は，政 府 によって突 然 もたらされたようにもみえるが，1972 年 法 が，すでに第 二 の

追 徴 監 査 の権 力 性 を排 除 したという歴 史 がある。権 力 的 監 査 は，このころから，イギリス議 会

によって，非 「現 代 的 」監 査 とみなされていたようである。  

6 .  政 策 的 監 査 は，2000 年 法 とあいまって，自 治 体 監 査 の統 治 機 構 上 の地 位 に変 化 をもた

らす。伝 統 的 監 査 は，法 を実 体 規 範 とする財 務 監 査 であり，越 権 統 制 機 能 を果 たしてきた。

これに対 し，政 策 的 監 査 は，行 政 の成 果 の全 般 を対 象 とし，大 臣 の命 令 ・ガイダンスを実 体

規 範 とする。また，今 回 の変 革 により，政 策 的 監 査 の比 重 が高 まる。このことにより，大 臣 によ

る自 治 体 統 制 はむしろ強 化 されると考 える。監 査 の実 体 規 範 が，法 ではなく，広 範 な内 容 を

含 む大 臣 の命 令 ・ガイダンスに置 き換 えられるからである。以 上 から，自 治 体 監 査 の統 治 機

構 上 の地 位 は，「法 に基 づく独 立 した監 査 」から「中 央 （大 臣 ）に仕 える監 査 」へといくらかシ

フトするであろう。これにより，政 策 的 監 査 は，いくつかの観 点 から，「監 査 」機 能 に留 まらず，
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そこから離 脱 する可 能 性 がある（単 なる監 督 ・統 制 ）。 

7.  最 後 に ，伝 統 的 監 査 の統 治 機 構 上 の 地 位 は，「法 に 基 づく独 立 した監 査 」と考 える 。

「法 に基 づく」とは，法 を実 体 規 範 とし，大 臣 の命 令 ・ガイダンスではないことを意 味 する。「独

立 」には，「外 部 」監 査 であることが含 意 される。すなわち，組 織 法 的 意 味 においては，監 査

客 体 の外 部 の機 関 であることを要 し（したがって，自 治 体 の意 思 決 定 の違 法 性 ，つまり議 員

の投 票 行 動 を監 査 しうる），そのことは，訴 訟 法 的 意 味 においても，監 査 訴 訟 を設 けることに

よって），監 査 法 を外 部 法 として機 能 させることに結 びつく。2000 法 は，たしかに，権 力 的 監

査 を廃 止 したが，他 方 において，非 権 力 的 な二 つの監 査 訴 訟 を存 続 させた。イギリス議 会 が，

監 査 法 を外 部 法 として位 置 づけている証 拠 である。 

これに対 し，わが国 の場 合 ，監 査 主 体 は内 部 機 関 であり，監 査 は，財 務 事 務 の「執 行 」を

監 視 するのであって議 会 の議 決 行 為 を監 査 することはできない。監 査 機 能 は，自 治 体 内 部

の自 治 的 解 決 を期 待 する内 部 法 作 用 であり，統 治 機 構 上 は，「議 会 に仕 える内 部 監 査 」と

いえ，英 国 法 とは根 本 的 に異 なる。しかし，監 査 機 能 の強 化 が課 題 のわが国 において，地 方

自 治 を尊 重 しながらも，英 国 法 から学 ぶことは多 い。 


